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　提案のとおり取り組む 事業に係る予算額 平成２３年度 平成２４年度

　提案のようには取り組めない（１０へ）

　提案とは違う改革改善に取り組む（１１へ） 千円 千円

【見直しに関するまとめ】

６ 事務事業の方向性（改革改善に係る担当課への指示等）

青少年の健全育成を図るため地域社会の力を結集し、市の青少年健全育成に関する施策に協力するとともに青少年関係団
体等と連絡調整し地域の実情に応じた施策を実施し、青少年の健全育成に努めるため。

５ ２２年度の実績及び２３年度の改革改善内容

３ 事務事業を取り巻く環境（対象者や根拠法令等）の変化等

４ 市民、議会、事業者、利害関係者等からの意見・要望等

２ 事業概要

　事業を廃止する

　他の事業と統合する

  【今後の方向性】

　規模を縮小して継続する

　現状維持のまま継続する

　事務処理方法等を改善する

　支払方法は、地区別補助を継続することとするが、真に補助するべき事業であるか
を見極めるため、モニタリングを実施し、特色を持った地区活動に補助金が活用され
るよう取り組む。
　また、課題となっている青少年の地域リーダーの育成に取り組むために、地域の青
少年が率先して青少年推進活動に参加できるような事業の実施について、検討す
る。

支出方法を地区別補助ではなく、補助すべき事業を選別する事業補助に改める。

防犯パトロールは、学校安全ボランティアの活動と類似しているため補助対象から除外する等、市民との協働のまちづくりを推
進するため、補助金の支出方法を改める。

１１ 提案とは違う改革改善の内容（取組内容とその効果・予算額等）

７ 事務局からの提案

８ 提案理由

９ 提案に対する担当課の取組

各地区委員会では関係機関との連携調整などの運営とともに、それぞれの地区の実情に応じた様々な施策が選択され、実施
されており、各施策の実施を通して青少年の健全育成を図っている。また、それらの内容は地区ごとで特色をもった内容となっ
ている。このため、事業を選別する事業補助とすることはできない。

　事業を一定期間休止する

　事業を民間に委託する

１２ 総合判定（ヒヤリング後に事務局が記入）

NO 10

１０ 提案のように取り組めない理由

青少年の健全育成を推進するため、市内１２小学校区及び市内６中学校区にある青少年健全育成団体と青少年健全育成地
区委員会連絡会に対し補助金を支出し、各団体がそれぞれの地域にあった方法で青少年の健全育成を推進していけるように
支援している。また、中学校区及び小学校区の各団体と行政との連携を図るためそれぞれ連絡会を設置し、年3回程度の会合
を行っている。

補助金開始時期と比べ青少年の安全対策、青少年を取巻く環境整備、交流体験の不足の補填など健全育成対策は多様化
してきている。地区委員会構成員の意識の変化と相まって組織への帰属意識が低下、地域の教育力も低下してきている。ま
た、地域によっては地区員会の組織の硬直化、若い世代の役員、リーダーが育っておらず、今後の事業展望を図りかねてい
る。

町内会、ＰＴＡを結ぶ地区委員会のあり方が旧態依然ではいられなくなってきたとの意見が複数の地区委員会委員から寄せら
れている。伝承行事等、地域それぞれにて実施しているが、多くの事業が青少年を「お客さん」としており、青少年自らがかか
わり、考え、判断する場としての事業になっていないとの意見が青少年問題協議会委員よりだされている。
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